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仙台市学校給食運営審議会分科会設置運営要領 

 

（平成２４年２月１日教育長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要領は，仙台市学校給食運営審議会実施要領（平成７年３月２７日教育長決裁）第８条

の規定に基づき設置される仙台市学校給食運営審議会分科会（以下「分科会」という。）の組織及

び運営等に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（分科会の所掌事項） 

第２条 分科会の所掌事項は，次の各事項に関する調査研究等とする。 

（1）学校給食施設における給食用食材の選定に関すること 

（2）学校給食の献立内容に関すること 

（3）その他審議に関して必要と認めること 

 

（分科会の組織） 

第３条 分科会は，審議会の委員のうち，自薦または選出区分（学識経験者，学校長・学校給食研究

会代表，児童生徒の保護者）ごとに審議会会長に選任された者をもって組織する。 

２ 分科会に分科会長を置くものとし，審議会会長が選任する。 

３ 分科会長は会を総理し，分科会を代表する。 

 

（会議） 

第４条 分科会の会議は，審議会会長が召集する。 

 

（報酬） 

第５条 教育長は，分科会の委員（市立学校長である者を除く）に対し，別に定めるところにより，

報酬を支払うものとする。 

 

（庶務） 

第６条 分科会の庶務は，教育局総務企画部健康教育課において処理する。 

 

（雑則） 

第７条 第２条から前条までに定めるもののほか，分科会の運営に関し必要な事項は，審議会会長が

定める。 

 

 附 則 

（実施期日） 

この要領は，平成２４年２月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


